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◆ ―改正前― 

[設備の輸入にかかる免税と譲渡規制] 

従来（2009 年 1 月 1 日以前）、中国国内に設備等を輸入する際は、増値税を一旦納付し、後日還付を受ける免

税優遇規定が存在し、同時に当該設備等の譲渡を一定期間（下記）規制する規定が存在しました（税関「（88）

署税字第 1297 号」）。 

 船舶・飛行機及び建築材料 8年 

 車両・家電製品      6 年 

 機械設備等        5 年 

[規制期間内の譲渡における増値税の追加納付] 
上記の期間中に譲渡を行う場合、追加税額の納付が必要となり、当該税額は下記算式に基づき計算されます。

CIF 価格（※）×[1－実際使用した月数／（規定する年数×12）] 

※CIF 価格…商品が買主の指定する場所に届くまでの運賃や船荷保険料を加算した価格 

 

◆ ―改正後― 

[輸入設備購入時の増値税免税優遇政策の廃止] 

今回の改正に伴い、2009 年 1月 1 日より輸入設備等の増値税免除の優遇政策は廃止となり、増値税が課税さ

れることとなりました。なお、課税された増値税額は、売上増値税から控除することが可能です。 

[輸入設備譲渡時の追加納付税額は仕入税額控除の対象となる] 
上記期間中の譲渡において、追加納付の際、税関から取得する輸入増値税専用支払書が 2009 年 1月 1 日以降
のものであれば、当該支払書に記載されている増値税額は仕入税額控除の対象となります。 

←解 説  

増増増値値値税税税暫暫暫定定定条条条例例例：：：   

輸輸輸入入入設設設備備備等等等ののの譲譲譲渡渡渡規規規制制制期期期間間間内内内にににおおおけけけるるる仕仕仕入入入税税税額額額控控控除除除   

✔公布部門： 財政部国家税務総局 

✔発   布： 2009 年 3 月 30 日（国税函「2009」158 号） 

✔目   的： 2009 年 1 月 1 日より改正増値税法が施行され、課税売上に 

係る増値税額から設備の輸入（仕入）に係る増値税税額を控除 

して納付税額とすることが可能となりました。控除の対象範囲は 

機械・運搬具・道具器具などの固定資産まで拡大されます。これ 

に伴い、輸入設備等の免税優遇政策は廃止されることとなりま 

した。 
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【滴水穿石】 
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増値税は日本の消費税に似

た付加価値税で、物品の売買、

加工・修理役務に対して課税さ

れ、納税時に受け取った増値税

と支払った増値税の差額を納税

します。 

 今回の改正は景気刺激策の一

環として、企業の業種を問わず、

中国全土に適用されます。  
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